
介護予防・日常生活支援総合事業 
第２回事業者説明会 

平成２８年９月２９日・３０日 
 中新川広域行政事務組合 

     介 護 保 険 課 
  

参 考 資 料 



 
 要介護（要支援）認定者数の推移                  （人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
    １０年間で 

                  は１割増えた 

                  は２倍になった 
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中新川広域の現状 

要介護認定者数 

要支援認定者数 
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 要支援者の通所・訪問サービス給付費の推移          （円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       １０年間で 

                       は２倍になった 

                       は１．５倍になった 
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中新川広域の現状 
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介護予防通所介護 

介護予防訪問介護 



想定される移行の状況 

                                         およそ７０人（見込） 

 

 

 

                                         およそ３０人（見込） 

 

         要支援から対象外となる人（要介護認定、死亡等） 

 新規に事業対象者となる人           （年間２５０～３００人） 
※サービス利用の重複があるので合計は一致しません。見込数は最大値で推計しました。 
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予防給付（認定者） 
  要支援１ 
  要支援２ 
 中新川広域全体で 
  約６００人 
 
 
 
         約３００人 
 
 
 
 
         約１２０人 
 

福祉用具貸与・購入、住宅改修 

訪問看護   約１０人 

通所介護利用 

訪問介護利用 

訪問・通所リハビリテーション等  約７０人  

現行相当通所介護サービス 

緩和した基準の通所型サービスＡ  

現行相当訪問介護サービス 

緩和した基準の訪問型サービスＡ 

予防給付 

地域支援事業 

サービスを
使っていな

い人 
約１５０人 



介護予防給付 
 （要支援１・２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 
   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援１・２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  
○ 地域包括支援センターの運営 

（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 
○ 認知症施策の推進 
   （認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等） 
○ 生活支援サービスの体制整備 
   （生活支援コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援１・２） 

充
実 

改正前と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護１～５） 介護給付（要介護１～５） 

【参考】新しい地域支援事業の構成 
介護保険制度 

全市町村で実施 

  

＜改正前＞ ＜改正後＞ 



介護予防・ 
日常生活 
支援総合 
事業 
（新しい 
総合事業） 

介護予防・生
活支援サービ
ス事業 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 
（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事業） 

・第１号被保険者の全ての者 
・その支援のための活動に 
関わる者 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受け
た者（要支援者） 

・基本チェックリスト
該当者 （介護予
防・生活支援サー
ビス対象事業者） 

 
・現行の訪問 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

 
・現行の通所 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

②介護予防普及啓発事業 
③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 
⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービ
ス） 

①訪問介護 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 
④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 
⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 
④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善を目的とした配食 
②住民ボランティア等が行う見守り 
③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自
立支援に資する生活支援（訪問型サービス・
通所型サービスの一体的提供等） 

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を踏ま 
 えて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

  



利 

用 

者 

市
町
村
の
窓
口
に
相
談 

要支援１ 
要支援２ 

○施設サービス 
 ・特別養護老人ホーム 
 ・介護老人保健施設 
 ・介護療養型医療施設 

○居宅サービス 
 ・訪問介護 ・訪問看護 
 ・通所介護 ・短期入所 など 
○地域密着型サービス 
 ・小規模多機能型居宅介護 
 ・認知症対応型通所介護 
 ・認知症対応型共同生活介護 
 ・地域密着型通所介護 など 

○一般介護予防事業 
  （※全ての高齢者が利用可） 
  ・介護予防普及啓発事業 
  ・地域介護予防活動支援事業 
  ・地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業 など 

要介護１ 

要介護５ 
～ 

○介護予防サービス 
 ・介護予防訪問看護 
 ・介護予防通所リハビリ 
 ・介護予防居宅療養管理指導 など 
○地域密着型介護予防サービス 
 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 
 ・介護予防認知症対応型通所介護など 

○介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス 

 

予
防
給
付 

 

介
護
給
付 

【参考】介護サービスの利用の手続き 
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※明らかに要介護認定が必要 
  な場合 
※予防給付や介護給付による 
  サービスを希望している場合 

サービス 
事業対象
者 

総
合
事
業 

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合 

※予防給付を利用 

※事業のみ利用 



                     ：  予防給付    （訪問介護・通所介護） 
        ：  新しい総合事業 

平成３０年 

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業への移行方法 

○ 平成２９年４月より平成３０年３月までの一年間で、要支援認定の更新の時期に合わせて段階的に新しい 
 介護予防・日常生活支援総合事業へ移行（平成２９年度末をもって、予防給付のうち通所介護及び訪問介護 
 サービスは終了）。 
 
   

平成２９年 

要 支 援 認 定 者 

新規要支援認定者
及び事業対象者 

４月１日 ３月３１日 認定期間は最長１２ヶ月のため、 
平成３０年３月３１日までに移行 

既にサービスを受けている者については、認定更新時に総合事業へ移行。 
 移行後も必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。 

新しくサービスを受ける者については、多様なサービスの利用を促進。 
（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする） 
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